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平成 27 年４月 14 日

各 位 

 会 社 名 英 和 株 式 会 社

 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 阿部 健治

 （ コ ー ド 番 号  9 8 5 7  東 証 第 二 部 ）

 本社所在地 大阪市西区北堀江４丁目１番７号

 
問 合 せ 先

取締役常務執行役員 
山枡 理伸

 管理本部長 

 （電話 06－6539－4801）

 

内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改訂のお知らせ 

 

当社は、平成 27年４月 14日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する

基本方針」について、下記の通り一部改訂することを決議いたしましたのでお知らせいた

します。（変更箇所は下線で示しております。） 

 

記 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① 取締役及び使用人が法令及び定款の遵守を徹底する体制を構築するために、コンプ

ライアンス管理規程を作成するとともに、法令・定款等に違反する行為を発見した

場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。 

② 万一、コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が

コンプライアンス担当取締役を通じトップマネジメント、取締役会、監査役会に報告

される体制を構築する。 

③ 担当取締役は、コンプライアンス管理規程に従い、担当部署にコンプライアンス

責任者その他必要な人員配置を行い、かつコンプライアンス管理規程に基づく検証

の実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて

使用人に対し、内部通報制度の周知徹底を図る。 

④ 役職員行動規範に、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断することを定め、

当該勢力及び団体から不当な要求があった場合には、必要に応じて外部機関（警察、

弁護士等）と連携して組織的に取り組み、毅然とした対応をとる。 

２．取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制 

① 取締役の職務の執行に係る情報・文書（以下、職務執行情報という。）の取扱につい

ては、当社社内規程「文書管理規程」及びそれに関する各管理マニュアルに従い、

適切に保存及び管理（廃棄を含む。）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、

各規程の見直し等を行う。 

② 職務執行情報をデータベース化し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索
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可能とする体制を構築する。 

③ 前２項に係る事務は、リスクマネジメント担当取締役が所管し、①項の検証・見直し

の経過、②項のデータベースの運用・管理について、定期的に取締役会に報告する。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社は、代表取締役社長に直属する部署として監査部を設置し、社長がその事務を

管掌する。 

② 監査部は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏

なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。 

③ 監査部の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行

行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度

等について、直ちに取締役を委員長とする社内規程「リスクマネジメント管理規程」

に基づくリスクマネジメント委員会及び担当部署に通報される体制を構築する。 

④ 監査部の活動を円滑にするため、リスクマネジメント管理規程、コンプライアンス

管理規程、関連する個別規程（与信管理規程、経理規程等）、各種要領、マニュアル

などの整備を各部署に求め、また、監査部の存在意義を全使用人に周知徹底し、

損失の危険を発見した場合には、直ちに監査部に報告するよう指導する。 

⑤ リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント管理規程の整備、運用状況の確認

を行うとともに、使用人に対する研修等を企画実行する。 

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に策定される中期３ヵ年経営

計画及び年度計画に基づき、各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。

また、経営目標が当初の計画どおりに進捗しているかについては、経営戦略会議ま

たは総合部会の業績報告を通じて定期的に検査を行うこととする。 

② 業務執行のマネジメントについては、当社は任意の執行役員制度を採用しており、

取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項について

は全て取締役会に付議することを遵守させ、その際には経営判断の原則に基づき

事前に議題に関する十分な資料が全取締役及び全監査役に配布される体制をとる。 

③ 日常の取締役の職務執行が適正・効率的に行われるように、その業務執行の決定・

プロセスの効率性については取締役会で十分な検証を行った後、職務権限規程、

業務分掌規程等により権限の委譲が行われている事項について執行を指示し、各レベル

の責任者が意思決定ルールにより業務を遂行する。 

５．当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する

ための体制 

① 子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関し

ては、関係会社管理規程に基づき、当社の事前承認または当社への報告を求めると

ともに、当社の事業管理関連部門等が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、
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業務の適正性を確保する。 

② 当社は、リスクマネジメント管理規程に基づき、各子会社を当社の１部署と考え、

四半期ごとに、直接リスクマネジメント委員会の担当者が子会社のリスク情報の有

無を監査することで、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。 

③ リスクマネジメント委員会は、子会社に損失の危険が発生し、これを把握した場合

には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する

影響等について、当社の取締役会及び担当部署に報告される体制を構築する。 

④ 当社と子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、リスク

マネジメント委員会は、親会社の監査部及び子会社の監査役またはこれに相当する

部署と十分な情報交換を行う。 

⑤ 当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他

の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させる。 

⑥ 適用範囲に子会社を含めた行動規範及び子会社各社においてコンプライアンス管理

規程を作成し、当社グループ全ての役職員に周知徹底することで、グループ全体の

業務の適正化を図る。 

⑦ 当社及び子会社各社においてコンプライアンス相談窓口を設置し、当社グループ役

職員からのコンプライアンス違反行為等に関する相談または通報を適正に処理する

ことができる体制を構築する。 

⑧ 各子会社の規模や業態等に応じて、適正な数の監査役あるいはコンプライアンス推

進担当者を配置するとともに、当社及び子会社の役職員に対し、法令遵守等に関す

る研修または情報提供を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。 

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に

関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

 ① 監査役会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人（以

下「監査役スタッフ」という。）を配置するものとし、配置にあたっては具体的な内

容（組織、人数、その他）については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮し

て検討する。 

 ② 監査役スタッフの任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。 

③ 監査役スタッフの人事評価については監査役の同意を必要とする。 

④ 監査役は、必要に応じ、監査役スタッフへ調査及び情報収集に関する権限を付与す

ることができる。 

７．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への

報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制 

① 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役

の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。 
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② 前項の報告・情報提供として主なものは、次のとおりとする。 

・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況 

・当社の子会社の監査役及び内部監査部門の活動状況 

・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更 

・業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容 

・内部通報制度の運用及び通報の内容 

・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け 

③ 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい

損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、ただちにコンプライアンス相談窓口

を通じ、直接または間接的に当社の監査役に対して報告を行う。 

④ 当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。 

８．その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、よって当社の監査体制

の実効性を高めるため、代表取締役社長を責任者として、管理本部長、財務を担当

する取締役等及び監査部長を委員とする監査体制検討委員会を設置し、オブザーバー

として各監査役が参加する。 

② 同委員会の委員は、監査の実効性確保に係る各監査役の意見を十分に尊重しなければ

ならない。 

③ 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法３８８条に基づく

費用の前払い等を請求したときは、担当部署において審議の上、監査役の職務の執

行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに前払い費用等を支払う。 

９．財務報告の信頼性を確保するための体制 

金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部

統制の基本的計画及び方針」を策定し、これに基づき業務を運用する。 

 

以  上 


